
興部町民に加え、首都圏等に住む町民の皆さんのお子さんや
お孫さんなどの２親等以内の親族が旅行助成制度を利用でき
るようになりました。

対象となる⽅

助成内容

申請期間

申請場所

支給⽅法

申請⽅法

お問合せは 興部町役場 総務課 総務係 TEL：0158-82-2131 まで

興部町に住所がある⽅及び町民の2親等以内の親族

⽚道及び往復の航空券代⾦のうち、次の⾦額を助成します。
⽚道：5,000円往復：10,000円 ※公務による出張・特典航空券は対象外

①オホーツク紋別空港2Ｆ事務所
②㈱紋別振興公社旅行センター
③興部町役場2Ｆ(総務課) ④沙留出張所

上記①②での申請は町民のみ可能で、その場で現⾦支給。
③④での申請は口座振込。(約2ヶ月後の入⾦となります。)
2親等以内の親族の⽅は町民が申請者となり、③④での申請
となります。

搭乗日より60日以内

搭乗券・運転免許証等現住所が確認できるもの(申請者、搭乗
者全員分)・印鑑をご持参ください。
※なお、役場で申請される場合は振込⾦融機関がわかるものを
合わせてご持参ください。


